
（10） 記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

I n f o rmat i   n

家屋を取り壊したらご連絡を

　毎年１月１日以降に家屋の全部または一部を取

り壊した場合、その部分にかかる固定資産税は翌

年度から課税されませんので、お早めに税務課資

産税係までご連絡ください。担当職員が現地調査

に伺います。

　なお、滅失登記済みの場合や家屋調査の際に申

し出をされた場合、ご連絡は不要です。

問税務課　撒（５７）４１２３

令和２年度野木町町政地区懇談会
開催日程のお知らせ

　区と町では、今年度も開催希望のあった各地区

にお伺いし、町民の皆さまから町や地区の課題に

ついてご意見をお聞きする「町政地区懇談会」を下

記のとおり開催することとなりました。お忙しい

ところとは存じますが、開催区にお住まいの皆さ

まは是非ご参加ください。

　例年、自治会班回覧にて開催のお知らせを送付

しておりましたが、今年度は新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から班回覧を実施せずに、

本紙面及び開催月の「おしらせ版」でのお知らせに

変更させていただきます。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等

により、懇談会が中止となる場合がございます。

【出席者】

　開催区住民の方、町長・町職員

【内容】

　町からの重要施策等説明、自由討議

問政策課　撒（５７）４１０１

花とレンガのまち　　　　　　　　    　　　　　
野木町の人・花・風景作品展作品募集

　役場本館や新館連絡通路を町民の皆さんの作品

展示スペースとして、定期的に作品を展示してい

ます。

【テーマ】

　「花とレンガのまち・野木」

※町内の風景・人・祭り及び花や煉瓦窯等に関連す

　るもの。

【種類・サイズ】

①絵画…１０号(５３㎝×４５㎝) 以下

　（額装、吊下げ紐装着、ガラス不可、アクリル可）

②写真…４つ切から半切

　（単写真のみ、インクジェット不可、吊下げ可能

　状態での出品）

※①・②とも５㎏超の場合相談

【展示期間】

　６か月程度（１期間１人１作）

【展示場所】

　役場本館・新館フロア他(場所指定不可)

【募集期間】

　９月１０日（木）～３０日（水）８時３０分～１７時１５分

【出品手続】

　政策課へ作品を持参し、申込書に記入。

※詳細は問合せ先へ

問政策課　撒（５７）４２２９

不動産無料電話相談会のお知らせ

　不動産に関するさまざまな事柄についてのお悩

みや疑問についての相談会を開催します。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今回

はお電話による相談会となります。

※毎月偶数月の第２火曜日に開催予定です。

日１０月１３日（火）① ９時～１０時

 ②１０時～１１時

 ③１１時～１２時

【相談方法】　　　

　ご予約いただいた時間に下記の電話番号までご

　連絡ください。※ご予約は未来開発課へ

　（公社）栃木県宅地建物取引業協会県南支部

　撒０２８２（２７）９０８８　

対町在住者

定先着３組（※各回１組）

【相談員】

　栃木県宅地建物取引業協会県南支部理事

問未来開発課　撒（５７）４１７８

お知らせ

開催区 日程 時間 場所

南赤塚 １０月３日（土）
１０:００
～１１:３０

南部清掃センター

川田 １０月１６日（金）
１８:３０
～２０:００

川田集落センター

若林 １０月２７日（火）
１３:３０
～１５:００

若林集落センター

潤島 １１月６日（金）
１８:３０
～２０:００

潤島公民館

丸林西 １１月２１日（土）
１０:００
～１１:３０

丸林西会館

新橋 １１月２８日（土）
１４:００
～１５:３０

ホープ館

丸林東 １２月６日（日）
１０:００
～１１:３０

土地区画整理記念会館

松原 １２月６日（日）
１４:００
～１５:３０

松原コミュニティセンター




